
中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）にかかる
利子補給補助金 交付手続きの流れ
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①委任状および振込依頼書

添付資料

・口座情報の分かる資料（通帳の写し等）

・利子補給を受ける市町の納税証明書

または納税状況確認に係る同意書

県および市町へ

②交付申請書兼実績報告書

添付資料 ・受取利子額一覧表

・委任状および振込依頼書の写し（初回のみ）

・口座情報の分かる資料（初回のみ）

・債権債務者登録（県へ初回のみ）

・返済予定表等

・市町の納税証明書(原本、初回かつ市町にのみ)

or

納税状況確認に係る同意書（初回かつ市町にのみ）

市
町

③交付決定兼額の確定通知

④請求書

⑤交付

③交付決定兼額の確定通知

④請求書

⑤交付

交付申請請求に係る一切の権限を委任
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